
昭
和
四
十
二
年
運
輸
省
令
第
八
十
六
号

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
条
並
び
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交

通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

（
大
型
自
動
車
）

第
一
条
　
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
道
路

交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車
及
び
中
型
自
動
車
（
車
両
総
重
量

が
八
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
及
び
最
大
積
載
量
が
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
使
用
の
届
出
）

第
一
条
の
二
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
の
使
用
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
使
用
届
出
書
（
第
一
号
様
式
）
を
当
該
大
型
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管

轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
以
下
「
所
轄
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
届
出
事
項
変
更
届

出
書
（
第
一
号
様
式
）
を
当
該
大
型
自
動
車
が
現
に
受
け
て
い
る
表
示
番
号
の
指
定
を
し
た
運
輸
監
理
部
長
又
は

運
輸
支
局
長
（
以
下
「
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
表
示
番
号
の
指
定
等
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
番
号
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
表
示
番
号
指
定
申

請
書
（
第
一
号
様
式
）
を
所
轄
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
番
号
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
表
示
番
号
指
定
申
請
書

を
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
表
示
番
号
指
定
申
請
書
に
は
、
当
該
大
型
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
十
条
第
一
項
の
自
動
車
検
査
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
番
号
の
指
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
が
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
大
型
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
の
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
管
轄
区
域
内
か
ら
他
の

運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
（
以
下
「
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
と
い
う
。
）
の
管
轄
区
域

内
へ
の
変
更

二
　
経
営
す
る
事
業
の
種
類
の
変
更

４
　
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変

更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
を
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
大
型
自
動
車
の
使
用

者
が
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
交
付
す
る
当
該
大
型
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
を
提
示
し
た
と
き

は
、
表
示
番
号
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
届
出
事
項
の
変
更
が
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
変
更
以
外

の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大
型
自
動
車
が
現
に
指
定
を
受
け
て
い
る
表
示

番
号
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条
　
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
番
号
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
大
型
自
動
車

の
自
動
車
検
査
証
を
添
付
し
た
表
示
番
号
指
定
申
請
書
を
所
轄
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
表
示
番
号
指
定
申
請
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場

合
は
、
申
請
事
項
変
更
届
出
書
（
第
一
号
様
式
）
を
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
甲
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
変
更
が
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該

届
出
書
を
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
は
、
前
項
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
大
型
自
動
車
の
使
用

者
が
乙
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
交
付
す
る
当
該
大
型
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証
を
提
示
し
た
と
き

は
、
表
示
番
号
を
変
更
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
表
示
番
号
の
表
示
）

第
六
条
　
表
示
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
文
字
及
び
記
号
を
そ
の
順
序
に
よ
り
組
み
合
わ
せ
て
定
め
る
も
の
と
し
、
別

表
第
一
の
例
に
よ
り
、
荷
台
の
両
側
面
及
び
後
面
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
大
型
自
動
車
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
又
は
運
輸
支
局
（
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
）
を
表
示

す
る
文
字
（
別
表
第
二
）

二
　
経
営
す
る
事
業
の
種
類
を
表
示
す
る
文
字
及
び
記
号
（
別
表
第
三
）

三
　
五
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字

（
使
用
廃
止
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
大
型
自
動
車
の
自
動
車
検
査

証
を
添
付
し
た
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
使
用
廃
止
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
を
所
轄
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸

支
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
員
証
）

第
八
条
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
四
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
指
定
を
受
け
た
表
示
番
号
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
九
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
規
定
に
よ
り
指
定
を
う
け
た
表
示
番
号
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動

車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
五
月
七
日
運
輸
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
三
日
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

福

岡

県

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

1



北
九
州

F
O
X

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
、
山
形
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

山
形

Y
A

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
三
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
四
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
四
日
運
輸
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１

　

こ

の

省

令

中

、

大

阪

府

陸

運

事

務

所

に

係

る

部

分

及

び

第

三

条

の

改

正

規

定

中「

大
阪

O
S
O

」
を
改
め
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
、
青
森
県
陸
運
事
務
所
に
係
る
部
分
及
び
同
条
の
改

正

規

定

中「

青
森

A
M
A

」
を
改
め
る
部
分
は
、
同
年
十
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
一
〇
日
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
五
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
九
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
及
び
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年

十
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以

下
「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が

豊
橋
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る

交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則

等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
〇
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が

春
日
部
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ

る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規

則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が

飛
騨
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る

交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
登
録
規
則

等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
（
以
下

「
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
同
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
自
動
車
登
録
規
則
等
の
改
正
規
定
の
施
行
ま
で
の
間
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車

に
よ
る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大

型
自
動
車
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の

に
対
す
る
表
示
番
号
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
八
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
年

十
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
九
年
十
月
十
九
日
ま
で
の
間
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故

の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
で
あ
っ

2



て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
野
田
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
表
示
番
号

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
同

年
十
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
平
成
十
一
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
の
間
に
土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通

事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
表
示
番
号
の
指
定
を
受
け
る
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
で

あ
っ
て
そ
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
が
佐
野
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
管
轄
区
域
に
属
す
る
も
の
に
対
す
る
表
示

番
号
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書

そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
又
は
書
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な

お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
様
式
表
面
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
七
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）
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別
表
第
三
（
第
六
条
関
係
）

第
一
号
様
式
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
関
係
）

第一号様式（第一条、第二条、第三条、第五条関係）

土砂等運搬大型自動車使用届出書（甲）

届 出 事 項 変 更 届 出 書（甲）

表 示 番 号 指 定 申 請 書（甲） 運輸監理部長又は運輸支局長殿

申 請 事 項 変 更 届 出 書（甲）

申請（届出）年月日 ふ り が な ふ り が な

使用者の氏名又は名称 代表者の氏名

短 使 用 者 の 住 所

種 類 自動車運送事業・採石業・砕石業・砂利採取業・砂利販売業・建設業・その他（ ）

資本金 円 種 類 年間予定数量 種 類 年間予定数量

従業員数 人 運搬する主要貨物

（うち運転者数）（ 人）

辺 自動車の車庫又は常置場所の位置 活 動 地 域

運 転 者 を 雇 用 す る 場 合 自 ら 運 転 者 で あ る 場 合

運転者の勤務時間

運転者の乗務時間

運転者の乗務距離

長 辺 （日本産業規格Ａ列４番）

経
営
す
る
事
業

※表示番号

土砂等運搬大型自動車使用届出書（乙）

届 出 事 項 変 更 届 出 書（乙）

表 示 番 号 指 定 申 請 書（乙）運輸監理部長又は運輸支局長殿

申 請 事 項 変 更 届 出 書（乙）

短 申請（届出）年月日 ふ り が な

使用者の氏名又は名称

自動車登録番号 車 名 型 式 初度登録年 最大積載量 車両総重量

辺

氏 名 又 は 名 称 使用の本拠の位置

住 所

使 用 の 権 原

長 辺 （日本産業規格Ａ列５番）

注 （1）届出書又は申請書の名称のうち不要の文字を消除すること。
（2）土砂等運搬大型自動車使用届出書（甲）又は（乙）のいずれか一方の記載事項
の変更のみを届け出る場合には、届出事項変更届出書（甲）又は（乙）のいずれ

か一方の提出で足りる。申請事項変更の届出をする場合も、同様とする。

（3）（乙）紙は、一大型自動車につき一葉とすること。
（4）代表者の氏名の欄は、届出（申請）者が法人である場合に限り記入すること。
（5）経営する事業の種類の欄は、該当事業を「○」で囲むこと。この場合において
「その他」にあつては、事業の種類を（ ）内に記入すること。

（6）活動地域の欄は、当該大型自動車が土砂等を運搬する範囲を都府県単位（北海
道にあつては、支庁単位）で記入すること。

（7）自動車運送事業者は、（甲）紙においては、「申請（届出）年月日」、「使用者の
氏名又は名称及び住所」及び「経営する事業の種類」の欄に記入すれば足りる。

（8）所有者の欄及び使用の権原の欄は、所有者と使用者が異なる場合に限り記入す
ること。

（9）※印の欄は、記入しないこと。

所
有
者

5



第
二
号
様
式
（
第
七
条
関
係
）

第二号様式（第七条関係）

土 砂 等 運 搬 大 型 自 動 車 使 用 廃 止 届 出 書 運 輸 監 理 部 長 又 は 運 輸 支 局 長 殿

届 出 年 月 日 ふ り が な

氏 名 又 は 名 称

短 住 所

表 示 番 号 自動車登録番号

使 用 廃 止 の 理 由

１．譲 渡 譲 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 （ ）

辺 ２．貸 渡 借 受 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 （ ）

３．廃 車

４．用 途 変 更

５．そ の 他 （具体的理由を明記のこと。）

長 辺 （日本産業規格Ａ列４番）

注 使用廃止の理由の欄は、該当する事項の番号を「○」で囲み、かつ、必要事項を（ ）に記載すること。

第
三
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

第三号様式（第八条関係）
（表） （裏）

第 号
官 職
氏 名

年 月 日生
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する

特別措置法第16条第３項の規定による
検 査 員 証

三センチメートル

写 年 月 日発 行

年 月 日限り有効
真

運輸監理部長又は運輸支局長 印

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ

る
交
通
事
故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
抜
す
い

第
十
六
条

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
条
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
、
前
項
に
規
定

す
る
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
又
は

土
砂
等
運
搬
大
型
自
動
車
の
所
在
す
る
場

所
に
立
ち
入
り
、
土
砂
等
運
搬
大
型
自
動

車
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、

又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査

を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を

示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

六

・

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

九 セ ン チ メ ー ト ル

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認

め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
者
は
、
一
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

三

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

は
忌
避
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
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